
1、事業所の目的及び運営の方針

（1）運営主体（事業者の概要）

虹色保育園

須賀川市岩作1－4

0248-75-6614

有松　有子

（2）事業所の概要

小規模保育A型

虹色保育園

須賀川市岩作1-4

電話・FAX  0248-75-6614

有松　有子

利用 3号 0歳児 1歳児 2歳児 合計

定員 3人 8人 8人 19人

（3）施設の概要

敷地全体

1F

2F

部屋数

1室

2室

1室

人数 常勤 非常勤

1人 1人

1人 1人

4人 3人 １人

1人 1人

1人 1人

26.49㎡

295㎡

86.12㎡

調理師

保育室

（5）職員体制（令和7年9月1日現在）

職種

園長

副園長

保育士

※園長・副園長共に保育士の業務を行います

ほふく室

事務員

敷地

園舎

（4）主な設備の概要

設備

乳児室

虹色保育園重要事項説明書

施設長氏名

開設年月日

代表者の氏名

種別

名称

所在地

連絡先

　　　　　　性をのばしていけるよう努めていきます。

当園の基本理念・

方針

事業者の名称

事業者の所在地

事業者の連絡先

『家庭的雰囲気を大切に』

○衛生的・安全面に留意した環境で、食事、トイレトレーニング等の生

　　　　　　活習慣を楽しみながら身に付けていきます。

○年中行事等、様々な体験を通じて、心身共に成長し一人ひとりの個

平成27年4月1日



保育標準時間 ７時３０分～１８時３０分（１１時間）

保育短時間

保育標準時間

夕：１８時３０分～２１時

保育短時間

月～金曜日

土曜日

日曜日・祝日

絵本代・アルバム写真代 １月当たり

保険加入料 １年当たり

延長保育 １０分当たり

支払い方法 現金払い

支払い期日　　　翌月５日当月31日

〇歯科検診・内科検診は年に2回行う。日時は事前にお知らせします。

○毎月お誕生会、身体測定、避難訓練行う。

お店屋さんごっこ

クリスマス会

お正月遊び

豆まき、バレンタインチョコレート作り

ひな祭り、お別れ会、卒園式３月

時の記念日

七夕会

夏祭り

お月見会

ミニ運動会

１１月

１２月

１月

２月

６月

７月

９月

１０月

８月

（8）支払い方法

（9）年間行事予定

月

４月

５月

行事内容

お花見

こどもの日

（7）利用料等

利用者負担 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）

その他

 ３,０００円
実施徴収

※保険加入料は入園時（途中入園のお子さんは入園初日）現金で支払い

５００円

１００円

開園時間 ７時３０分～１８時３０分

７時３０分～１８時３０分

休園日

年末年始（１２月２９日～１月３日）

９時～１７時（８時間）

朝：７時～７時３０分

朝：８時～９時

夕：１７時～１８時

延長保育

（6）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等

月曜日から土曜日まで提供する曜日

延長保育



矢部医院(内科） 　遠藤歯科医院（歯科）

矢部　順一  遠藤　茂樹

須賀川市大町280　　 須賀川市本町72

0248-75-2069　 　0248-73-3310

遠藤　久美子 副園長

有松　有子 園長

（15）個人情報の取り扱い

特定地域型保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、

法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。

保険の内容

保険金額

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

傷害保険・賠償責任保険

対人賠償　１事故　最大10億円

対物賠償　１事故　最大１,０００万円

【要望・苦情等への対応方法】

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るように努めます。

（14）賠償責任保険の加入状況

以下の保険に加入しています。

保険の種類

緊急時の連絡手段 電話

（13）相談・要望・苦情窓口

相談・苦情受付担当者

相談・苦情解決担当者

避難訓練 避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。

防災設備 消火器、火災報知器を備えています。

避難場所 駐車場

（１２）非常災害対策

防火管理者 有松　有子

消防計画届出年月日 平成15年12月25日

【管轄する警察署】

警察署名

所在地

電話番号

須賀川警察署

須賀川市八幡町19-7

0248-75-2121

消防署名

所在地

電話番号

須賀川消防署

須賀川市丸田町153

0248-76-3197

（11）緊急時における対処方法

特定地域型保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子ども　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

の保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

【管轄する消防署】

電話番号

（10）嘱託医

医療機関の名称

医院長名

所在地


